
日 行 程

9/27

(金)

甲府駅北口集合(10:30)＝＝瑞岩寺にて住職の講話（約20分）＝＝（深草観音まで約40分）＝＝
10:50 ～ 11:10

＝深草観音：ガイドの案内で幽玄で荘厳な霊場の雰囲気を体感（昼食）＝＝（要害山まで約50分）＝
12:00 ～ 13:00

＝武田家の山城「要害城本丸」にて城の説明＝＝積翠寺（信玄公産湯の井戸）＝＝
13:50 ～ 14:20 14:50 ～ 15:00

＝湯村温泉「天然温泉の湯村ホテル」にて入浴＝＝甲府駅北口 解散
15:30 ～ 16:30 17：00頃

※道路・天候状況等により、到着予定時間・行程は変更となる場合があります。

ツアーのポイント
①ガイドさんの案内で見学
②お弁当付き
③湯村温泉で天然温泉に入浴

要害城

催行日：令和元年９月２７日（金）
高い岩壁を穿ってつくられた観音堂で知られる深草観音は、甲斐国
観音霊場六番札所で、岩堂観音とも呼ばれています。高さ数十メー
トルの断崖の途中には奥の院と呼ばれる堂があり、長さ17ｍの梯
子か回り道を登るとたどりつきます。ご本尊は普段瑞石寺に安置さ
れており、毎年４月には奥の院に移され、深草観音まつりが行われ
ます。
要害山は山全体が要害城という山城になっています。城は1520年
に武田信虎が築いたもので緊急時に立てこもる詰めの城としての役
割を担っていました。今回は専門ガイドの案内により２か所の名跡を
訪ねます。

瑞岩寺と「深草観音」

お申込み専用ダイヤル
０５５－２３１－２２３０
お申込み営業時間 ９：００～１７：００ 平日のみ

＊お電話でのお申込みは

いい旅やまなしナビ 検索

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｙａｍａｎａｓｈｉ-ｋａｎｋｏｕ．ｊｐ/ｙ－ｔａｂｉ

＊お申し込みはインターネットから

■期日 2019年９月２７日(金)

◆ご旅行代金 お一人様３,０００円
【ご旅行代金に含まれるもの】
ジャンボタクシー代、ご案内ガイド代、昼食（お弁当）
入浴代、旅行傷害保険料、その他諸経費
【ご旅行代金に含まれないもの】

集合解散場所までの交通費、個人的利用の代金。

◆集合場所 JR甲府駅北口よっちゃばれ広場
◆集合時間 午前１０時２０分
◆募集人員 １８名様（最少催行人員４名）
♦添乗員が同行します。
◆持ち物
・天候により雨具(カッパなど)をご用意ください。
・軽トレッキング用の靴、服装をご用意ください。



ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件説明書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●募集型企画旅行取引条件説明書面（要約）

この旅行は（社）やまなし観光推進機構（山梨県甲府市丸の内1-8-17 山梨県知事登録旅行業第2-268号。以下「当機構」といいま
す。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当機構と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を
締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件説明書面（全文）、契約書面、出発前にお渡
しする確定日程表と称する確定書面によります。

●お申し込み

（１）お申し込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。（二つが揃った時点で正式なお申込みとなりま
す。）※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

（２）電話等の通信手段にてご予約の場合、当機構が予約の承諾した翌日から起算して７日以内に申込書の提出と申込金のお支払
いが必要です。

（３）a.旅行開始日に65歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その
他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当機構は可能な範囲内これに応じます。なお、旅行者からのお申し出
に基づき、当機構が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。

●旅行代金

（４）子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。

●旅行契約内容・代金の変更

（５）当機構は天災地変、戦乱、暴動、輸送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送
サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代
金を変更することがあります。

●取消料がかかる場合（お客様による旅行契約の解除）

（６）お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することが出来ます。取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に

追加代金を加えた合計額です。

●取消料がかからない場合（お客様による旅行契約の解除）

（７）①旅行契約の内容の10項に例示されているような重要な変更が行われたとき。②旅行代金が増額されたとき。③当機構が確定
日程表を表記の日までに交付しない場合。④当機構の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となった
とき。

●当機構による旅行契約の解除

（８）次の場合当機構は旅行契約を解除することがあります。（一部例示）・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。・申し
込み条件の不適合。・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

●特別補償

（９）当機構はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、
旅行業約款特別補償規定により、補償金及び入院見舞金を支払います。

●個人情報の取り扱いについて

（１０）当機構は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させて
いただくほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

（１１）当機構は、当機構が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様のご連絡にあたり必
要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。当機構は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた
商品発送のためにこれを利用させていただくことがあります。

●募集型企画旅行契約約款について

（１２）この条件に定めの無い事項は当機構旅行業約款によります。当機構旅行業約款をご希望の方は、当機構にご請求ください。

解除の時期 ＊( )内は日帰り商品の場合 取消料の内容

旅行出発日の前日から起算して21日(11日)以前 いただきません

旅行出発日の前日から起算して20日(10日)前まで 旅行代金の20%

旅行出発日の前日から起算して7日前まで 旅行代金の30%

旅行出発日の前日 旅行代金の40%

旅行開始当日 旅行代金の50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

国内旅行傷害保険加入のおすすめ
より安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご
不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

予約ダイヤル ０５５－２３１－２２３０ （営業時間 ９：００～１７：００）

ＦＡＸ ０５５－２２１－３０４０
ホームページ 富士の国やまなし旅センター http://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi/index.html

郵送先 （公社）やまなし観光推進機構 400-0031 山梨県甲府市丸の内１－６－１山梨県庁別館２階

氏名 性別 御年齢

ふりがな

御氏名 男・女 才

ふりがな

御氏名 男・女 才

ふりがな

御氏名 男・女 才

ふりがな

御氏名 男・女 才

代表者住所
〒

電話番号 自宅 携帯

申込日 月 日

お申し込み方法 いい旅やまなしナビのホームページ、お電話、または下記申込書にご記入の
うえＦＡＸまたは郵送でやまなし観光推進機構あて送付してください。

「幽玄な深草観音と武田家ゆかりの要害山」参加申込書

お支払い方法：ホームページからの場合はクレジットカード決済
：お電話、ＦＡＸの場合は振込み 山梨中央銀行県庁支店 普通670860

口座名 コウ）ヤマナシカンコウスイシンキコウ

旅行企画・実施

富士の国やまなし旅センター
登録番号 山梨県知事登録旅行業第2-268号

住 所 〒400-0031 甲府市丸の内１-6-1 山梨県庁別館２F

電話番号 ０５５－２３１－２２３０ FAX０５５－２２１－３０４０

E-mail ｙ－ｔａｂｉ＠ｙａｍａｋａｎ－ｓｋ．ｊｐ

総合旅行業務取扱管理者 担当者 岡 美広
お客様の旅行を取扱う営業所での説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。


